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資料２ 

.            忠 岡 町 文 化 協 会 会 則  

 

第１章  総   則 

 

第１条  本会は、忠岡町文化協会と称する。 

第２条  本会の事務所は忠岡町教育委員会公民館内に置く。 

（忠岡町忠岡南１丁目 18番 17号） 

 

第２章  目 的 及 び 事 業 

 

第３条  本会は、会員相互の研究協力及び親睦により自らの文化的教養を高め、更に 

 これが母体となって忠岡町の文化発展に貢献することを目的とする。 

第４条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）文化活動の企画及び振興に関すること。 

（２）文化活動の調査及び研究に関すること。 

（３）文化団体相互の連絡協調に関すること。 

（４）文化関係に功労のあった団体（者）の表彰に関すること。 

（５）その他、前条の目的達成に必要な事業に関すること。 

 

  第３章  組織、入会及び退会 

 

第５条 本会の組織は、本会の主旨に賛同し、忠岡町内に事務所を有する文化団体並 

びに、有識者をもって構成する。 

第６条 本会に入会しようとする団体は、入会申請書（様式第１号）を提出し、理事 

 会の承認を得なければならない。 

第７条 入会中の団体が、自らの意思に基づき本会を退会するときは、退会届（様式 

第２号）を提出しなければならない。 

２ 入会中の団体が、本会の主旨に反し適当でないと認めたときは、その団体を除外 

することができる。 
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  第４章  役  員 

 

第８条 本会に次の役員を置く。 

    会 長 １名   副会長 １名   書 記 １名 

会 計 １名   監 事 ２名    

理 事 ２０名以内 (会長、副会長、書記、会計、監事含む) 

第９条 役員の任期は、２年とする。 

第 10条 会長、副会長、書記及び会計並びに監事は、理事会において互選する。ただ

し、再任を妨げない。 

２  理事は、入会団体の代表者及び学識経験者が就任する。 

第 11条 会長は本会を代表する。 

２  副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代行 

 する。 

３ 書記は、会議等の記録を作成する。 

４ 会計は、経理に関する事項を掌理する。 

５ 監事は、会計事務の監査を行う。 

６ 理事は、会務を執行する。 

 

   第５章  会   議 

 

第 12条 本会は、総会及び理事会（以下「会議」という。）を開くものとする。 

２ 総会は年１回会長が招集し開くものとする。ただし、臨時に総会を開くことがで 

きる。 

３ 理事会は、第８条の役員をもって組織し、会長が必要に応じ招集する。 

第 13条 会議は理事の半数以上の出席を要し、その決定は過半数をもって決する。 

第 14条 会議の議長は、会長がこれを執り行う。 

 

   第６章  顧問及び専門委員 

 

第 15条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 会長は、理事会に諮り顧問を委嘱する。 

３ 顧問は、本会の運営に対し、指導及び助言する。 
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第 16条 理事会は、第４条の事業を執行するにあたり、専門的な知識を有する者を委 

嘱することができる。 

 

   第７章  会   計 

 

第 17条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

２ 本会の会計予算は、補助金、寄付金、その他の収入をもって充て、支出は本会の 

事務及び事業の執行に要する費用とする。 

 

   第８章  議   決 

 

第 18条 この会則に定めるもののほか、本会の管理運営に必要な事項は､理事会で決 

定する。 

第 19条 この会則の改正は、理事会の議決を経なければならない。 

 

附  則 

この会則は、昭和５９年１０月２２日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、平成６年８月２５日から施行する。 

附  則 

 この会則は、令和３年３月２５日から施行する。 
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忠 岡 町 文 化 協 会 細 則 

 

第１条  この細則は、忠岡町文化協会会則（以下「会則」という。）第 18 条の規定 

に基づき、忠岡町文化協会（以下「文化協会」という。）の管理運営について必要

な事項を定めることを目的とする。 

第２条  会員は次の各号について守らなければならないものとする。 

第３条  会則第３条の目的を達成するため、次の部会を置き、それぞれの部会は主体 

性をもって創意工夫をこらした自主活動を行うものとする。 

（１）文 芸 部  俳句、短歌、川柳等 

（２）芸 能 部  詩吟、民謡、謡曲、琴等 

（３）舞 踊 部  舞踊、民踊、日舞、バレエ等 

（４）茶 華 道 部  茶道、華道 

（５）生活文化部  手芸、工芸、料理、作法、着付等 

（６）美 術 部  日本画、洋画、書道、陶芸、切絵等 

（７）花卉園芸部  菊花、さつき、盆栽等 

（８）音 楽 部  楽団、合唱団等 

２ 前項に掲げるもののほか、必要とする講座などについては類似する部に加入する

ものとする。 

第４条  本会は、会則第４条の規定に基づき次の事業を行う。 

（１）文化祭 

（２）社会見学 

（３）その他理事会において承認された事業 

第５条 この細則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、理事会おいて別に定め 

る。 

附  則  

この細則は、交付の日から施行する。 

   附  則 

 この細則は、平成６年８月 25 日から施行する。 
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